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第 １７ 号 

   熊本県港湾管理条例の一部を改正する条例の制定について 

 熊本県港湾管理条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

  令和７年１１月２８日提出 

                          熊本県知事 木 村 敬 

熊本県港湾管理条例の一部を改正する条例 

熊本県港湾管理条例（昭和４１年熊本県条例第４２号）の一部を次のように改正する。 

 第４条（見出しを含む。）中「けい留」を「係留」に改める。 

 第１４条中「き損」を「毀損」に改める。 

      「        円銭   「        円銭 

               ２５３」          ２７５」 

                             「        ５１ 

                                  １，３３１０ 

                                  ２，０１３０ 

                                  ３，０１４０ 

７  「        ５６１ 

０       １，４５２００ 

０       ２，２００００              

０」      ３，３００００」 

          「    ５，０３８００  「    ５，５１１００ 

                 ４６２００         ５０６００     

を「１円５４銭」に、     ２，０００００ を     ２，１８９００ に、 

                  ７７００          ８４２６ 

                   ９９０」         １０７８」 

       ７７００  「       ８８００   

        ３９６」          ４２９」 

「        ３９６  「        ４２９  

                ２４２」          ２６４」  

           「   １０，４５０００  「   １１，４４０００ 

円」を「７８１円」に、    ２２，０００００ を    ２４，０７９００ に、 

                ２，７５０００」      ３，０１４００」 

「    ９，９００００  「   １０，８３５００ 

        １１７７          １２８７          

       ２９００          ３１６８ 

別表第１中 を に、「２円５３ 

銭」を「２円７５銭」に、「１円２１銭」を「１円３２銭」に、 

を に、「５円５０銭」を「６円５銭」に、「１円３８銭」 

を に、「１７円６０銭」を「１９ 

円２５銭」に、 を に、「７１５ 

「 
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       １２５４          １３７５ 

        ６８２           ７４８ 

        １１７７          １２８７ 

       ３４１００         ３７４００ 

       ７９２００         ８６９００ 

    １１，０００００      １２，０３４００  

       ７１５００         ７８１００ 

     １，２１０００       １，３２０００ 

     １，６８３００ を     １，８３７００ に、「１，１６６円」を「１， 

       ８８０００         ９６８００  

     １，４６３００       １，６０６００ 

     ２，０４６００       ２，２４４００ 

       ７１５００         ７８１００ 

       ７１５００         ７８１００ 

       ９６８００       １，０５６００ 

       ２８６００         ３０８００ 

       ３５２００         ３８５００ 

        ７７００          ８４２６ 

         ９９０          １０７８ 

      ３５２００」        ３８５００」   

「      ８９１００  「      ９７９００ 

            ２，０７９００       ２，２７７００          

              ９９０００       １，０７８００ 

               ６２３４」         ６７８４」 

    ８８９２  「       ９７１６    

     ９１６ を        １００９ に、「      ６８０００」を「 

    １７４２」         １９２５」 

              「      ９７０００  「    １，０６０００ 

      ７４０００」に、       １００００ を       １１０００ 

                     １９０００」        ２１０００」 

  「   ８８，４４０００  「   ９６，７７８００ 

に、   １２１，４４０００ を   １３２，８９１００ に、「１４５，７２８円」 

     １４５，７２８００」    １５９，４６７００」 

                                「    ２，２ 

「    

     

     

を に、 ２７６円」に、 
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                                   １２１，４ 

                                   １５４，４ 

                                     １，６ 

００００  「    ２，４０９００ 

４０００     １３２，８９１００      

４０００     １６９，００４００ 

５０００」      １，８０４００」 

      「    円銭   「    円銭 

          ８５００      ９０００ 

         １６５００     １７５００ 

         ３４０００     ３６０００ 

          ５５００      ６０００ 

          ６０００      ６５００ 

          ６０００      ６５００ 

          ８０００      ８５００ 

         １４０００     １５０００ 

 別表第３中   ７３５００ を   ７７５００ に改める。 

         ４４０００     ４６５００ 

       １，７７０００   １，８７０００ 

       １，０６５００   １，１２５００ 

         １３５００     １４５００ 

         ４００００     ４２５００ 

       １，３１５００   １，３９０００ 

          ９５００     １００００ 

         １６５００     １７５００ 

          ９０００」     ９５００」 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、第４条（見出しを含む。）及

び第１４条の改正規定は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の別表第１及び別表第３の規定は、この条例の施行の日以後の使用又は占用に

係る使用料又は占用料について適用し、同日前の使用又は占用に係る使用料又は占用料

については、なお従前の例による。 

 （提案理由） 

港湾の施設及び設備使用料等の算定に係る経費単価の見直し等に伴い、使用料及び占用

を に改める。 

を「１５９，４６７円」に、「４，６２０円」を「５，０６０円」に、 
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料の額を改定する等の必要がある。 

これが、この条例案を提出する理由である。 

 

 

 


